
社員各位

定額減税対応について

近年、急激な物価高騰により緊急対応として、令和５年１２月「定額減税制度」が閣議

決定されました。

当該制度は、6 月給与支給開始から本人＋対象者（配偶者及び扶養親族）一人につき所

得税３万円及び住民税１万円の合計４万円を本人から減額する制度でございます。

定額減税の対象人数を確認する必要がございますので、「源泉徴収に係る定額減税のた

めの申告書」の記載にご協力お願い申し上げます。

※下記の【記載対象者】は全てご記入してください。

【記載対象者】

１．「源泉徴収に係る申告書として使用」・・・✔を入れる

２．同一生配偶者・・・収入 103 万以下（所得４８万以下）

２．扶養親族・・・・・収入 103 万以下（所得４８万以下）

※１６歳未満の方も必ず記入してください

以上


